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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．ＧＩの登録について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 農林水産省は、平成30年２月７日に、特定農林水産物等の名称の保護に関す
る法律（ＧＩ法）に基づき次の産品を地理的表示として登録したので、
お知らせします。

◆ 登録された産品

●水戸の柔甘ねぎ（登録番号第59号）
生産地（都道府県名のみ記載）：茨城県
生産者団体：水戸農業協同組合
産品の区分：第2類 野菜類 ねぎ

なお、本メールマガジンは、地理的標示（ＧＩ）保護制度のホームページに
公示された内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホー
ムページを確認いただきますようお願いいたします。

地理的表示（ＧＩ）保護制度～登録産品一覧～
 （URL）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．ＧＩ保護制度 説明会 ～水産品・水産加工品への活用～ 【富山県】の開
 催について（富山県）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ＧＩ保護制度の活用に向けて、ＧＩ保護制度の説明会が行われます。水産品
や水産加工品に焦点を当て、申請のポイントや活用事例の紹介が行われます。
 ＧＩ申請の個別相談会も予定していますので、申請を検討されている方や制
度について知りたい方は是非ご参加ください。

【日時】
平成30年2月15日(木) 13:30～
※ 受付開始 13：00～

【場所】
富山県民会館 ６F 612号会議室   
住所：富山市新総曲輪4番18号 
※ アクセス JR富山駅（南口）、

        あいの風とやま鉄道富山駅（南口）、
        富山地方鉄道富山駅から徒歩10分



【プログラム】
１. GI保護制度の概要 (13:30～14:00)
２. 水産品・水産加工品へGI制度の活用 (14:00～14:30)
３. GI登録申請個別相談会(15:00～16:00)

【定員】
30名

【申込締切】
平成30年２月13日（火）まで

申込方法等詳細につきましては、下記ＵＲＬリンクを御確認ください。
http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/index.html
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[地理的表示メールマガジン]
 発行：農林水産省食料産業局知的財産課
 住所：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
 電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
 FAX：０３－３５０２－５３０１
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html
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